
 

「精神障害者をめぐる法律問題」 

 

丸山英二（神戸大学大学院法学研究科） 

 

 ※以下において条文数を示すときは，特記なき限り，精神保健福祉法（精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律）の条文数である。 

 

Ⅰ インフォームド・コンセントの要件 

１ 要件の概要 

 インフォームド・コンセントの要件は，医療従事者が患者に医療行為を行う前に，当該

医療行為についての説明を患者に与え，その後に，患者から同意を得ることを義務づける。 

 インフォームド・コンセントの欠如による医療従事者の責任――医療従事者の技術的ミ

スを理由とする責任（医療過誤責任）とは別。 

２ 同意と説明 

(1) 同意要件 

 医療従事者は医療行為を行う際には，あらかじめ，患者の consent（同意・承諾）を得る

ことが必要。 

(2) 説明要件 

 患者の consent を得る際に，医療従事者は当該医療行為に関して（病状，医療従事者の提

示する医療行為の内容・目的とそれに伴う危険，他の方法とそれに伴う危険，何もしない

場合に予測される結果等について）患者に説明することが必要。 

(3) 精神科病院への入院 

 強制的要素があり，また，隔離や拘束などがありうるので，インフォームド・コンセン

トを得ることが必要。 

３ インフォームド・コンセントの要素 

(1) 患者に同意能力があること 

・医療従事者の説明を理解できること。 

・自らの置かれている状況など現状を正しく認識できること。 

・自らの考え・価値観に照らして，説明・状況の評価・検討と決定の意味の理解ができ

ること。 

・自らの考え・価値観に照らして，医療行為の実施・不実施について理性的な決定をな

しうること。 

(2) 医療従事者が適切な説明を行ったこと。 

(3) 患者が説明を理解したこと。 

(4) 医療従事者の説明を受けた患者が任意の意識的な意思決定により同意したこと。 

 

Ⅱ 精神科病院への入院 
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 強制的要素がある――不適切になされる場合には患者の人権侵害となる。 

１ 入院形態 

(1) 任意入院 

 22 条の 3 

 22 条の 4②――退院の申し出 → 退院 

 22 条の 4③――72 時間を限度とする退院制限 

● 同意の意義 

 昭和 63 年 5 月 13 日厚生省保健医療局精神保健課長通知 16 号 

 「患者が任意入院に当たって行う『同意』とは，民法上の法律行為としての同意と必ず

しも一致するものではなく，患者が自らの入院について積極的に拒んではいない状態をい

うものである」 

 同意能力の存在（Ⅰ３(1)）――これは充足されると仮定する。 

 任意の意識的な意思決定による同意（Ⅰ３(4)）の要件の充足――入院を受忍する意思で，

病院側に，入院医療を施す権限を与え，その決定には自らが責任を負う――他人のせいに

はできない――ということについて，少なくとも大まかな認識があったか。 

 入院に関する患者からの積極的拒否の不存在だけを意味するものだとすれば，それには

入院を受忍する意思が欠けており，同意ありとはいえない。しかし，積極的な抵抗なしに

入院するという態度が加わるのであれば，入院についての最低限のインフォームド・コン

セントがあったとしてよい。 

● 開放処遇の徹底 

 平成 12 年 3 月 28 日厚生省告示第 97 号 

 「任意入院者は，原則として，開放的な環境での処遇（本人の求めに応じ，夜間を除い

て病院の出入りが自由に可能な処遇をいう。以下「開放処遇」という。）を受けるものと

する。」「任意入院者は開放処遇を受けることを，文書により，当該任意入院者に伝える

ものとする。」→閉鎖病棟入院患者について医療保護入院に入院形態が変更される。 

(2) 措置入院 

 29 条①② 2 人以上の指定医（18 条）による診察――精神障害者，医療及び保護のため

に入院させなければ自傷他害のおそれ ← 27 条 ←23 条（一般人通報），24 条（警察

官通報），25 条（検察官通報），26 条（矯正施設長通報），26 条の 2（精神病院の管理者

の届出） 

【浦和地裁平 3・10・2 判決判例時報 1417 号 103 頁】 

「通常の市民が自己について精神保健法 23 条による診察及び保護申請がされ，また，そのために所定

の調査を受けなければならないこととなれば，これによって受ける屈辱感その他名誉感情を害される

精神的打撃は多大のものがあるといわなければならない。従ってこのような申請は軽々に行われては

ならず，申請をする者はその対象者が精神保健法 23 条 1 項にいう「精神障害者又はその疑いのある者」

と判断し，かつそう判断するについて相当の理由があること，換言すれば，そう判断することに過失

がないことを立証しない限り損害賠償責任は免れないものと解すべきである。」 

(3) 医療保護入院 
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 33 条①一 指定医による診察――精神障害者，医療及び保護のため入院が必要，任意入

院ができない者，保護者の同意 → 精神病院管理者は本人の同意なくても入院させるこ

とができる。 

 33 条② ［保護者の選任が必要で選任がなされていない場合］指定医による診察――精

神障害者，医療及び保護のため入院が必要，任意入院ができない者，扶養義務者の同意［入

院期間は 4 週間以内］ 

〔移送による医療保護入院〕 

 34 条① 指定医による診察――精神障害者，直ちに入院させなければ，医療及び保護を図る上で著し

く支障がある者，任意入院ができない者，保護者の同意［33 条①二］ → 本人の同意がなくても，入

院のために精神病院に移送することができる。 

 34 条② 指定医による診察――精神障害者，直ちに入院させなければ，医療及び保護を図る上で著し

く支障がある者，任意入院ができない者，扶養義務者の同意［入院期間は 4 週間以内／33 条②］ 

● 保護者 

 20 条① 後見人又は保佐人，配偶者，親権者，扶養義務者 

◆ 後見人＝精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で後見開始の審

判を受けた者に付される（民法 7 条，8 条） 

◆ 保佐人＝精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で保佐開始の審

判を受けた者に付される（民法 11 条，11 条ノ 2） 

◆ 事理弁識能力＝意思能力＝自らの置かれている状況など現状を正しく認識した上で，

自身の行為の意味を判断できる能力 

◆ 扶養義務者――直系血族及び兄弟姉妹，［家裁の審判を経て］三親等内の親族（民法

877 条②） 

 20 条② 保護者の順位 

 21 条 市町村長 

● 任意入院ができない者――「当該精神障害のために第 22 条の 3 の規定による入院が行

われる状態にないと判定されたもの」――同意能力の欠如；開放処遇できない者。 

★ 保護者の責任の軽減（平成 11 年改正法，12 年施行） 

 22 条「保護者は，精神障害者［（任意入院者・通院者を除く）］に治療を受けさせると

ともに，精神障害者が自身を傷つけ又は他人に害を及ぼさないように監督し，かつ，［及

び］精神障害者の財産上の利益を保護しなければならない。」 

２ 精神医療審査会 

(1) 入院届（33 条④）・定期病状報告書（38 条の 2①②）の審査（38 条の 3） 

(2) 退院請求・処遇改善請求（38 条の 4）の審査（38 条の 5） 

(3) 退院請求・処遇改善請求に関する権利告知（22 条の 4①，29 条③，33 条の 3） 

 

Ⅲ 薬の隠しのませ 

 インフォームド・コンセントの要件 

 医師法 20 条 
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「医師は，自ら診察しないで治療をし，若しくは診断書若しくは処方せんを交付し，自ら

出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し，又は自ら検案をしないで検

案書を交付してはならない。但し，診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合

に交付する死亡診断書については，この限りでない。」 

【平成 12 年 6 月 30 日千葉地裁判決】 

【事実の概要】 

 被告精神科医 Y は，昭和 58 年 12 月 14 日，Y のクリニックにおいて，原告 X の叔母の訴えを聞き，X

を精神分裂病妄想型と診断し，（叔母の求めに応じて水薬を処方することを考えたが，同女の訴えだけ

でそれを行うことは不適当であると考え，同女に指示して，）X の夫を呼んだ上で，同人に水薬を渡し

た（実際には，夫は X に水薬を服用させることはできなかった，と認定されている）。X は，このこと

が，医師法 20 条に違反する行為であり，原告の人格権を侵害するもので，不法行為が成立するとして，

損害賠償（慰謝料）を請求した。 

【判旨】 

 非告知投薬，ことに患者本人の診察を経ないそれは，できる限り避けることが望ましいといえるが，

病識のない精神病患者に適切な治療を受けさせるための法的，制度的なシステムが十分に整っていない

日本の現状を前提とする限りは， 

ア 病識のない精神病患者が治療を拒んでいる場合に， 

イ 患者を通院させることができるようになるまでの間の一時的な措置として， 

ウ 相当の臨床経験のある精神科医が家族等の訴えを十分に聞いて慎重に判断し， 

エ 保護者的立場にあって信用のおける家族に副作用等について十分説明した上で行われる場合に限っ

ては，特段の事情のない限り，医師法 20 条の禁止する行為の範囲には含まれず，不法行為上の違法性を

欠くものと解することが相当であると思われる。」 

 医師法 20 条違反の行為が直ちに不法行為を構成するものではなく，同条違反の行為により行為の相手

方とされた者に対して権利侵害があったときに，初めて当該行為が違法と評価されて損害賠償の対象と

なるというべきである。 

 これを本件についてみると，･･･X が当時精神分裂病妄想型に罹患していたことから，Y は，前記のと

おり診断し，その診断名を夫や叔母に告げ，水薬を処方したのであって，このことが直ちに X の権利を

侵害するものとはいえない。 

 また，診断名を告知されたこと等により，夫や X の親族らにおいて，X が精神分裂病妄想型に罹患し

ているものと信じ，その治療のための行動［夫らは X を医療保護入院させた］をすることがあったとし

ても，そのことが X の権利を侵害するものともいえない。 

 したがって，X の医師法 20 条違反を理由とする損害賠償請求は理由がない。 

【平成 12 年 12 月 20 日東京高裁判決】 

 精神病治療においても，患者に対して治療の内容について説明し，その同意を得るべきであるという

インフォームド・コンセントの原則が適用されるべきことはいうまでもない。しかし，･･･インフォーム

ド・コンセントが精神病治療の分野で意識されるようになったのは，最近のことであり，本件で問題と

されている昭和 58 年当時には，未だ問題とされていなかったことが認められる。 

 ところで，･･･Y は，･･･水薬･･･を処方する前にも，夫から X の状態について相談を受けていたこと，
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水薬の交付については，夫から懇願されて一時的な緊急避難的措置として処方したものであって，継続

的な投薬措置としてしたものではないこと，処方された水薬は，一般的に服用されているものであって，

重篤な副作用を引き起こすようなものではないと推認されること，X は，昭和 58 年当時，既に前認定の

とおり精神分裂病妄想型に実際に罹患していたのであり，しかも，X には，右の当時から精神分裂病妄

想型に罹患しているとの病識はなく，治療の意思もなかったことなどの事情に加え，当時の精神病治療

の分野におけるインフォームド・コンセントの原則に対する意識の状況をも併せ考慮すると，Y が X に

告知することなしに水薬を処方し，夫に交付したことをもって，直ちに X に対する違法行為に当るとい

うことはできない。 

 ［平成 13 年 6 月 14 日最高裁第一小法廷決定上告棄却］ 

 

Ⅳ 精神障害者の刑事責任 

１ 刑法における責任主義 

 犯罪に当たる行為がなされても，その行為について行為者を非難できる場合でなければ，

刑罰は科されない。そして，一般に，「行為者が他の行為を行うことが可能であったにも

かかわらず，あえて，犯罪行為を行った場合」に非難が可能であると考えられている。こ

のような考えの背後には，人間の意思は自由であるという考えがある。 

刑法第 39 条【心神喪失及び心神耗弱】  

① 心神喪失者の行為は、罰しない。 

② 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 

参考・改正刑法草案（昭和 49 年法制審議会総会決定）16 条 

①精神の障害により，行為の是非を弁別し又はその弁別に従って行動する能力がない者の

行為は，これを罰しない。 

②精神の障害により，前項に規定する能力が著しく低い者の行為は，その刑を軽減する。 

２ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案 

(1) 法務省・厚生労働省合同検討会（平成 13 年 1 月 29 日～10 月 16 日）――両省で触法

精神障害者の処遇の在り方に関する検討会を開く 

(2) 池田小学校事件（平成 13 年 6 月 8 日） 

(3) 自民党プロジェクトチーム案（平成 13 年 10 月 30 日）――「心神喪失者等の触法及

び精神医療に関するプロジェクトチーム報告（案）」 

(4) 与党政策責任者会議――「心神喪失者等の触法及び精神医療に関するプロジェクトチ

ーム報告書」（平成 13 年 11 月 12 日） 

(5) 政府案「重大な触法行為をした精神障害者に対する新たな処遇制度（案）の骨子」（平

成 13 年 2 月 14 日） 

(6) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案―

―2002 年 3 月 18 日第 154 回国会に提出，継続審議に付され，第 155 回国会で審議中。 

 

 


